
                                 
 

藤沢市役所            定 例 記 者 会 見 資 料 

２０２６年（令和８年）４月２７日 

 

藤沢記者クラブ各位 

 

子どもたちの「やってみたい」を実現！ 

～藤沢市子どもファンド事業の試行～ 

 

 児童の権利に関する条約の考え方を具体化したものとして、２０２３年（令和５年）

４月に「こども基本法」が施行され、同年１２月に「こども大綱」が閣議決定されま

した。 

 本市においても、こども基本法に基づき、こども大綱を勘案して、２０２５年（令

和７年）３月に「藤沢市子ども・若者共育計画」を策定し、その基本目標の一つに「子

ども・若者の意見表明・意見反映」を掲げ、ふじさわ子ども・若者委員会（藤沢市や

地域の課題について学び、自ら考えて解決策を話し合う、高校生・大学生を中心とし

た委員会）を立ち上げるなど、様々な取組を進めてまいりました。 

 このたび、ふじさわ子ども・若者委員会からの提案を受ける中で、藤沢市子どもフ

ァンド事業を試行することで、子どもたちの意見表明を具体化し、「こどもまんなか

社会」の更なる実現を目指してまいります。 

 

１ 藤沢市子どもファンド事業 

（１）事業概要 

  子どもが主体となる団体（概ね５団体）の事業提案に対して 

上限２０万円を補助（予算額１００万円） 

（２）補助対象事業の審査（公開審査会） 

  申請のあった事業について、子どもたちがプレゼンテーションを行います。 

大人だけでなく、子どもたちも協力して審査を行います。 

 

２ 今後の主なスケジュール 

  ５月１日～６月８日 参加団体・子ども審査員の募集 

  ７月５日      公開審査会 

  ７月中旬～１月末日 参加団体による事業実施 

  ３月２１日     事業報告会 

裏面につづく 

藤沢市こども未来基金活用事業！ 

 



 

３ 期待される主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 藤沢市こども未来基金とは 

  「すべてのこどもが、今のかけがえのない時間を幸せに生きることができ、未来

に夢や希望をもって歩んでいくことができるよう、こども自身の想いや声を尊重し、

多様な主体が協働してこどもの健やかな成長を後押しすることができる社会を実

現する」という目標に賛同いただいた皆様の寄附によって成り立っている基金とな

ります。 

 

以 上   

 

 

 

【この資料に関する問い合わせ先】 

藤沢市役所 

子ども青少年部 子ども総務課 

内 線：3811 

担 当：杉田・天川・橋本 

直 通：0466(50)3562 


